
答
申
と
6
月
の
政
令

改
正
の
具
体
化

　

今
回
の
改
正
は
、
2
0
1

6
（
平
成　

）
年　

月
に
計

28

11

量
行
政
審
議
会
で
取
り
ま
と

め
ら
れ
た
答
申
や
、
6
月　
21

日
公
布
の
「
計
量
法
施
行
令

及
び
計
量
法
関
係
手
数
料
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
」

を
踏
ま
え
、
答
申
の
「
短
期

的
取
組
」
や
6
月
の
政
令
改

正
で
省
令
に
定
め
る
こ
と
に

し
て
い
る
事
項
を
中
心
に
、

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
。

【
送
付
先
】

▽
郵
送
住
所
：
〒
1
0
0
―

8
9
0
1
、
東
京
都
千
代
田

区
霞
が
関
1
―
3
―
1
、
経

済
産
業
省
産
業
技
術
環
境
局

計
量
行
政
室
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
担
当
宛

▽
F
A
X
番
号
：
0
3
―
3

5
0
1
―
7
8
5
1

▽
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：

m
e
tro
lo
g
y
-p
o
licy
-

m
a@
m
eti.g

o.jp

　

資
料
、
意
見
提
出
様
式
は
、
電

子
政
府
の
総
合
窓
口
（e

-G
o

v

、http
://se

a
rc
h
.e
-g

o
v
.g
o
.jp
/s
e
rv
le
t/P

u
b
lic

）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

意
見
公
募
の
対
象

■
省
令
＝
▽
計
量
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

▽
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

▽
基
準
器
検
査
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
▽
計
量
法

関
係
手
数
料
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
▽
指
定
定
期

検
査
機
関
、指
定
検
定
機
関
、

指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
及

び
特
定
計
量
証
明
認
定
機
関

の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
▽
指

定
製
造
事
業
者
の
指
定
等
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令

■
告
示
＝
▽
平
成
六
年
通
商

産
業
省
告
示
第
百
三
十
五
号

（
計
量
法
施
行
規
則
第
百
三

条
の
規
定
に
基
づ
き
経
済
産

業
大
臣
が
別
に
定
め
る
特
定

計
量
器
の
分
類
）の
一
部
改
正

意見募集中

計量法施行規則の一部を改正する省令案計量法施行規則の一部を改正する省令案等等

中
部
7
県
計
量
協
議
会

　

中
部
7
県
計
量
協
議
会

が
、
7
月
6
日
、
名
古
屋
市

の
名
鉄
ニ
ュ
ー
グ
ラ
ン
ド
ホ

テ
ル
で
、
愛
知
県
計
量
連
合

会
の
当
番
・
主
催
で
開
か
れ
、

会
員
と
来
賓
な
ど
1
2
0
名

ほ
ど
が
参
加
し
た
。（
詳
細
は

次
号
以
下
）

（1） 2017年（平成29年）7月23日（日）第 3157号 （　　　　）昭和26年4月4日 
第三種郵便物認可

「
計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
等
」
へ
の

意
見
募
集
、
中
部
7
県
計
量
協
議
会
、
日
電
検
人
事 

①
面

資
料
「
計
量
法
施
行
令
及
び
計
量
法
関
係
手
数
料
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
」
関
連　
 

②
③
面

（2）

第　

回
計
量
士
国
家
試
験
問
題　
 

④
面

67

（9）

韓
国
の
計
量
事
情　

、
社
説 

⑤
面

（5）

特
集
・
日
本
圧
力
計
温
度
計
工
業
会
（
総
会
、
表
彰

式
、　

年
度
事
業
計
画
、
会
員
名
簿
） 

⑥
⑦
⑧
面

17

今週の主な記今週の主な記事事

日
本
電
気
計
器
検
定

所
人
事
異
動

　

▽
理
事
（
標
準
担
当
）
野

口
泰
弘
（
標
準
部
長
）（
7
月

1
日
付
）

意
見
締
切
は
2
0
1
7
年
8
月　

日　
13

（日）

郵
送
、F
A
X
、電
子
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で
送
付

　

経
済
産
業
省
計
量
行
政
室
は
、
7
月　

日
、「
計
量
法
施

15

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
等
」
に
対
す
る
意
見

募
集
を
開
始
し
た
。
意
見
募
集
期
間
は
、
2
0
1
7
（
平

成　

）
年
7
月　

日　

～
8
月　

日　

必
着
。
改
正
省
令

29

15

（土）

13

（日）

等
の
公
布
は
2
0
1
7
（
平
成　

）
年
9
月
を
予
定
し
て

29

い
る
。
施
行
日
は
そ
れ
ぞ
れ
定
め
て
い
る
。

▽
平
成
六
年
通
商
産
業
省
告

示
第
四
百
七
十
三
号（
特
定
計

量
器
検
定
検
査
規
則
の
規
定

に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣
が

別
に
定
め
る
特
定
計
量
器
等

に
つ
い
て
）の
一
部
改
正
▽
平

成
二
十
一
年
経
済
産
業
省
告

示
第
七
十
六
号（
計
量
法
施
行

規
則
第
九
十
条
の
二
た
だ
し

書
に
基
づ
く
校
正
手
法
を
定

め
る
件
）
の
一
部
改
正

公
布
は
9
月
を
予
定

　

公
布
日
は
9
月
を
予
定
。施

行
日
は
、事
業
者
へ
の
周
知
期

間
等
を
考
慮
し
た
上
で
各
改

正
事
項
ご
と
に
定
め
て
い
る
。

改
正
の
概
要

　

指
定
検
定
機
関
の
指
定
に

（1）器
差
検
定
を
中
心
に
行
う
区

分
を
追
加
（
施
行
日
：
2
0

1
8
〔
平
成　

〕
年
4
月
1

30

日
〔
自
動
は
か
り
の
区
分
は

別
の
日
に
施
行
〕）

①
器
差
検
定
を
中
心
と
し
た
指

定
検
定
機
関
の
指
定
申
請
が
可

能
に
＝
▽
区
分
：
非
自
動
は
か

り
、
自
動
は
か
り
（
4
器
種
）、

燃
料
油
メ
ー
タ
ー
（
一
部
の
も

の
）▽
固
有
の
要
件
：
一
般
計
量

士
3
名
以
上
含
む
6
名
以
上
で

要
件
を
満
た
す
者
が
検
定
を
実

施
、地
域
ブ
ロ
ッ
ク
で
の
指
定
が

可
能
な
ど
。②
指
定
検
定
機
関
の

中
立
性
・
独
立
性
の
担
保
（
中
立

性
・
独
立
性
を
担
保
す
る
観
点
か

ら
基
準
を
規
定
）＝
▽
検
定
を
受

け
る
者
が
指
定
検
定
機
関
の
親

法
人
で
な
い
こ
と
▽
検
定
の
実

施
部
門
が
部
門
と
し
て
独
立
し
、

役
員
・
職
員
は
、
検
定
の
実
施
部

門
と
検
定
を
受
け
る
者
の
検
定

に
影
響
を
与
え
る
他
の
部
門
を

兼
ね
な
い
こ
と
、
な
ど
。

　

自
動
は
か
り
に
関
す
る
所

（2）要
の
見
直
し（
施
行
日
：
2
0

1
7〔
平
成　

〕年　

月
1
日
）

29

10

①
製
造
お
よ
び
修
理
事
業
の

届
出
区
分
に
自
動
は
か
り
の
区

分
を
5
項
目
追
加
＝
▽
ホ
ッ

パ
ー
ス
ケ
ー
ル
▽
充
填
用
自
動

は
か
り
▽
コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル

▽
自
動
捕
捉
式
は
か
り
▽
そ
の

他
の
自
動
は
か
り
②
経
過
措

置
＝
す
で
に
使
用
さ
れ
て
い

る
自
動
は
か
り
に
つ
い
て

は
、
そ
の
旨
の
証
を
検
定
時

に
検
定
証
印
に
あ
わ
せ
て
付

す
る
（
構
造
検
定
の
一
部
を

省
略
予
定
）
▽
自
動
捕
捉
式

は
か
り
：
2
0
2
5
（
平
成

　

）
年
3
月　

日
ま
で
に
付

37

31

す
る
▽
ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー

ル
、
充
填
用
自
動
は
か
り
、

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル
：
2
0

2
6
（
平
成　

）
年
3
月　

38

31

日
ま
で
に
付
す
る
。
③
自
動

は
か
り
を
使
用
す
る
す
べ
て
の

適
正
計
量
管
理
事
業
所
で
の
届

出
＝
計
量
管
理
の
方
法
等
の
届

出
が
必
要
な
た
め
、
一
定
の
届

出
期
間
を
設
定
。

　

型
式
承
認
の
試
験
成
績
書

（3）の
受
入
れ（
施
行
日
：
2
0
1

7
〔
平
成　

〕
年　

月
1
日
）

29

10

　

産
業
技
術
総
合
研
究
所
が

実
施
し
て
い
る
非
自
動
は
か

り
の
型
式
承
認
に
お
い
て
、

以
下
①
・
②
の
い
ず
れ
か
が

発
行
し
た
試
験
成
績
書
の
全

部
ま
た
は
一
部
を
書
面
の
審

査
と
し
て
受
入
れ
可
能
に
。

①
N
I
T
E
に
よ
る
I
S
O

／
I
E
C
1
7
0
2
5
の
認

定
を
受
け
た
試
験
所
②
O
I

M
L
加
盟
国
の
型
式
承
認
機

関
（
あ
わ
せ
て
、
試
験
成
績

書
を
添
付
し
た
場
合
の
減
額

に
つ
い
て
規
定
）

　

一
般
計
量
士
の
資
格
認
定

（4）コ
ー
ス
の
実
務
経
験
期
間
の
短
縮

＝
資
格
認
定
に
必
要
な
実
務

経
験
期
間
を
、
現
行
の
5
年

か
ら
、
最
短
2
年
（
質
量
に

係
る
計
量
）
と
す
る
。

　

電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る

（5）提
出
の
導
入
＝
J
C
S
S
、

M
L
A
P
、
そ
の
他
計
量
法

関
連
に
お
け
る
申
請
手
続

で
、
C
D
―
R
、
D
V
D
―

R
に
よ
る
提
出
が
可
能
に
。

　

検
定
証
印
等
の
年
号
表
記

（6）お
よ
び
表
示
方
法
を
統
一
＝

▽
和
暦
表
記
を
改
め
、
西
暦

表
記
へ
（
2
0
1
9
〔
平
成

　

〕
年
に
西
暦
へ
統
一
）
▽

31自
治
体
等
は
は
り
付
け
印
を

選
択
可
、
指
定
検
定
機
関
は

は
り
つ
け
印
へ
移
行

　

指
定
製
造
事
業
者
へ
の
I

（7）S
O
9
0
0
1
の
活
用
＝
指

定
製
造
事
業
者
の
指
定
に
お

け
る
品
質
管
理
基
準
を
I
S

O
9
0
0
1
へ
整
合
、
指
定

に
際
し
I
S
O
9
0
0
1
認

証
結
果
の
活
用
が
可
能
に

　

そ
の
他
の
省
令
改
正
＝
▽

（8）基
準
器
検
査
の
申
請
の
際
に

添
付
で
き
る
J
C
S
S
校
正

証
明
書
の
有
効
期
間
（　

日
30

以
内
）
を
明
確
化
▽
J
C
S

S
登
録
区
分
「
時
間
及
び
周

波
数
」
に
「
回
転
速
度
」
を

追
加


